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アイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区の変更について

（１）福岡市における景観誘導

福岡市では、平成24年に景観法に基づく「福岡市景観計画」を策定し、市全域に関する
景観形成方針（階層１）を定めるとともに、土地利用特性に応じた６つのゾーンごとの景観
形成方針（階層２）、さらに、地区の個性や特性に応じた景観形成を目指す都市景観形成
地区の方針（階層３）を定め、景観誘導を行っている。

（２）都市景観形成地区

市を代表する地区や個性ある地区など、特に良好な景観を図るべき地区については、
地域住民との共働により都市景観形成地区に指定し、地区の特性に応じた景観形成方
針及び基準を定め、よりきめ細かな景観誘導を図っている。

※令和５年４月時点

都市景観形成地区名称 位置 面積 備考

シーサイドももち地区 早良区百道浜一丁目他 約185.6ha H8.4.25指定

御供所地区 博多区御供所町他 約28.0ha H10.11.30指定

天神（明治通り・渡辺通り）地区 中央区天神一丁目他 約15.7ha H12.3.2指定

香椎副都心（千早）地区 東区千早四丁目他 約17.6ha H17.4.25指定

アイランドシティ香椎照葉地区 東区香椎照葉一丁目他 約94.0ha H23.3.3指定

元岡地区 西区元浜一丁目他 約18.3ha H23.3.3指定

はかた駅前通り地区 博多区博多駅前二丁目他 約7.0ha H23.7.28指定

承天寺通り地区 博多区博多駅前一丁目他 約2.6ha R2.3.30指定

１ 都心ゾーン、一般市街地ゾーン、港湾ゾーンにあっては、高さが31mを超え、
又は延べ面積が10,000m²を超えるもの

２ 歴史・伝統ゾーンにあっては、高さが15ｍを超え、又は延べ面積が1,500㎡を
超えるもの。ただし、沿道区域については、通常の管理行為、軽易な行為その他の
行為を除くすべてのものとする。
３ 山の辺・田園ゾーン、海浜ゾーンにあっては、高さが10mを超え、又は延べ面
積が1,000m²を超えるもの

建
築
物

届出が必要な行為・規模（大規模建築物等の行為の届出）

２ 福岡市の景観誘導

１ 趣旨

今回のアイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区の変更については、地区の拡
大であり、屋外広告物の規格基準についても同一の基準とすることから、福岡市屋外広告
物条例第４１条および第４２条の規定に基づき福岡市屋外広告物審議会に諮るもの。

福岡市では、良好な景観を形成し、公衆に対する危害を防止するため、看板（屋外広
告物）を表示・設置する際のルールとして屋外広告物条例を定めている。

条例では、広告物の大きさや高さ、設置できない場所、許可の手続き等に関する
ルールを定め、福岡の街をより美しく、安全・安心で快適に住みやすくするため、広告物
を表示しようとする方だけでなく市民の皆様にもルールを理解していただき、魅力的な
広告景観づくりに取り組んでいる。

次の４つの要件を満たすもの

自然豊かな地域、賑わいのある繁華街など、地域やまちの個性に応じた景観となるよう、
地域を区分してそれぞれの地域にふさわしい規格基準を定めている。

（３）屋外広告物について

（４）屋外広告物とは

（５）屋外広告物の規格基準
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３ これまでの経緯

アイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区の変更について

「アイランドシティ香椎照葉地区」については、平成18年3月に「アイランドシティ・デザ
インガイドライン」を策定し、海や緑などの恵まれた自然環境と調和した「美しいまちな
み」と「緑の都市景観」の創造を図ってきた。良好な景観を次世代にわたっても維持・保
全していくために、平成２３年３月に、南エリア（香椎照葉１丁目～５丁目）を先行して都
市景観形成地区に指定している。

令和４年度には、アイランドシティまちづくりエリアの北エリア（香椎照葉６丁目～７丁
目）に係る事業者がすべて決定し、全体の土地利用の見通しが立ったため、北エリアを
含めた都市景観形成地区の指定（景観計画の変更）に向けた手続きを行っている。

経緯

平成１８年３月 アイランドシティ・デザインガイドライン策定

平成２３年３月 南エリア（香椎照葉1丁目～5丁目）を都市景観形成地区に指定

令和 ４年９月 アイランドシティまちづくりエリア全体の土地利用確定

令和 ５年２月 北エリア（香椎照葉6丁目～7丁目）への指定区域拡大について
住民説明会実施

４ 変更の内容

今回の変更は、アイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区の拡大であり、地
区景観形成基準等の内容の変更はない。

：拡大する区域

：都市景観形成地区

地域の区分
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５ スケジュール（予定）

令和５年４月３日～１７日 原案の縦覧（縦覧者7人、意見書0通）

令和５年６月 福岡市議会福祉都市委員協議会報告

令和５年８月 福岡市屋外広告物審議会

福岡市都市景観審議会

福岡市都市計画審議会

令和５年９月 都市景観形成地区の指定（法定告示）

参考 （地区景観形成基準）

（アイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区指定区域図及び地区区分図）

（各地区区分における屋外広告物の行為の制限） 参照

アイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区の変更について
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アイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区の変更について

（各地区区分における屋外広告物の行為の制限）

4

1

2

3

4

5

6

7

屋上設置広告物 1 設置してはならない。 1 設置してはならない。 1 設置してはならない。 1 設置してはならない。

1 壁面1面につき、壁面面積の1/15以下かつ5㎡以内とする。 1

壁面1面につき、壁面面積の1/3以下とし、かつ、地上高
6mを超える範囲にあっては10㎡以内とし、地上高6m以下
の範囲にあっては地上高6m以下の部分の壁面面積の
1/15以下かつ10㎡以内とする。

1

幹線道路又は大規模緑地に面する場合は、壁面1面につき、壁面
面積の1/3以下とし、かつ、地上高6mを超える範囲にあっては20
㎡以内とし、地上高6m以下の範囲にあっては地上高6m以下の壁
面面積の1/10以下かつ30㎡以内とする。

1

大規模緑地に面する場合は、壁面１面につき、壁面面積の1/3以
下とし、かつ、地上高６mを超える範囲にあっては20㎡以内とし、
地上高６m以下の範囲にあっては地上高６m以下の部分の壁面
面積の1/10以下とする。

2
広告物は、切文字又はこれに類するものとしなければならな
い。

2
広告物は、切文字又はこれに類するものとしなければなら
ない。

2

前項に定める場合以外の場合は、壁面1面につき、壁面面積の
1/3以下とし、かつ、地上高6mを超える範囲にあっては30㎡以内
（当該壁面の面積が2,500㎡以上の場合においては50㎡以内）と
し、地上高6m以下の範囲にあっては地上高6m以下の部分の壁
面面積の1/10以下とする。

2

前項に定める場合以外の場合は、壁面1面につき、壁面面積の
1/3以下とし、かつ、地上高6mを超える範囲にあっては50㎡以内
とし、地上高6m以下の範囲にあっては地上高6m以下の部分の
壁面面積の1/10以下とする。

3
広告物は、切文字又はこれに類するものとしなければならない。
ただし、広告物の高さが6m以下であり、かつ、特段の事情がある
場合は、この限りでない。

3
広告物は、切文字又はこれに類するものとしなければならない。
ただし、広告物の最高高さが6m以下であり、かつ、特別の事情
のある場合は、この限りでない。

4 全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。 4 全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

1 屋外広告物の表示面は、2面以下とする。 1 屋外広告物の表示面は、2面以下とする。 1 屋外広告物の表示面は、2面以下とする。 1 屋外広告物の表示面は、2 面以下とする。

2
表示面積は、1面につき2㎡以内とし、地上から広告物の上端
までの高さは6m以下とする。

2
表示面積は、1面につき10㎡以内とし、地上から広告物の
上端までの高さは１0m以下とする。

2
表示面積は、1面につき10㎡以内とし、地上から広告物の上端ま
での高さは10m以下とする。

2
表示面積は、1 面につき10 ㎡以内とし、地上から広告物の上端
までの高さは10m 以下とする。

3 1敷地あたりの表示面積の総量は、10㎡以内とする。 3 1敷地あたりの表示面積の総量は、20㎡以内とする。 3
幹線道路又は大規模緑地に面した壁面後退の最低基準の範囲
については、表示面積の総量はそれぞれ20㎡以内とする。

3
大規模緑地に面した壁面後退の最低基準の範囲については、表
示面積の総量はそれぞれ20 ㎡以内とする。

4 全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。 4 全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

1 上端は、取り付ける壁面の高さを超えないように設置する。 1
地上から広告物の下端までの高さが2.5ｍ以上とし、上端
までの高さが10ｍ以下とする。

1
幹線道路又は大規模緑地に面する場合は、地上から広告物の下
端までの高さが2.5ｍ以上とし、上端までの高さが10ｍ以下とす
る。

1
大規模緑地に面する場合は、地上から広告物の下端までの高さ
が2.5 ｍ以上とし、上端までの高さが10 ｍ以下とする。

2 壁面からの突出幅は、1m以内とする。 2 壁面からの突出幅は、1m以内とする。 2
前項に定める場合以外の場合は、地上から広告物の下端までの
高さが2.5ｍ以上とし、上端の高さが建築物の高さを超えないもの
とする。

2
前項に定める場合以外の場合は、地上から広告物の下端までの
高さが2.5 ｍ以上とし、上端までの高さが建築物の高さを超えな
いものとする。

3 壁面からの突出幅は、1m以内とする。 3 壁面からの突出幅は、1m 以内とする。

4 全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。 4 全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

センター地区産業・複合地区集合住宅地区戸建住宅地区

設置位置については、集約化し配置をそろえるように努める。

共通事項

壁面利用広告物

地上設置広告物

突出広告物

自家用広告物に限る。

形状、面積、色彩、意匠は、周辺のまちなみとの調和に配慮する。

屋外ビジョン、ネオン管等の露出する広告物及び点滅する広告物は設置してはならない。

蛍光塗料及びこれに類するものは使用してはならない。

道路の上空に係る広告物は設置してはならない。

道路、公園及び緑地からの見え方に配慮する。
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						戸建住宅地区				集合住宅地区				産業・複合地区				センター地区

				共通事項		1		自家用広告物に限る。

						2		形状、面積、色彩、意匠は、周辺のまちなみとの調和に配慮する。

						3		屋外ビジョン、ネオン管等の露出する広告物及び点滅する広告物は設置してはならない。

						4		蛍光塗料及びこれに類するものは使用してはならない。

						5		道路の上空に係る広告物は設置してはならない。

						6		道路、公園及び緑地からの見え方に配慮する。

						7		設置位置については、集約化し配置をそろえるように努める。

				屋上設置広告物 モノ		1		設置してはならない。		1		設置してはならない。		1		設置してはならない。		1		設置してはならない。

				壁面利用広告物 リヨウ		1		壁面1面につき、壁面面積の1/15以下かつ5㎡以内とする。		1		壁面1面につき、壁面面積の1/3以下とし、かつ、地上高6mを超える範囲にあっては10㎡以内とし、地上高6m以下の範囲にあっては地上高6m以下の部分の壁面面積の1/15以下かつ10㎡以内とする。		1		幹線道路又は大規模緑地に面する場合は、壁面1面につき、壁面面積の1/3以下とし、かつ、地上高6mを超える範囲にあっては20㎡以内とし、地上高6m以下の範囲にあっては地上高6m以下の壁面面積の1/10以下かつ30㎡以内とする。		1		大規模緑地に面する場合は、壁面１面につき、壁面面積の1/3以下とし、かつ、地上高６mを超える範囲にあっては20㎡以内とし、地上高６m以下の範囲にあっては地上高６m以下の部分の壁面面積の1/10以下とする。

						2		広告物は、切文字又はこれに類するものとしなければならない。 キ モジ マタ ルイ		2		広告物は、切文字又はこれに類するものとしなければならない。 キ モジ マタ ルイ		2		前項に定める場合以外の場合は、壁面1面につき、壁面面積の1/3以下とし、かつ、地上高6mを超える範囲にあっては30㎡以内（当該壁面の面積が2,500㎡以上の場合においては50㎡以内）とし、地上高6m以下の範囲にあっては地上高6m以下の部分の壁面面積の1/10以下とする。		2		前項に定める場合以外の場合は、壁面1面につき、壁面面積の1/3以下とし、かつ、地上高6mを超える範囲にあっては50㎡以内とし、地上高6m以下の範囲にあっては地上高6m以下の部分の壁面面積の1/10以下とする。

														3		広告物は、切文字又はこれに類するものとしなければならない。ただし、広告物の高さが6m以下であり、かつ、特段の事情がある場合は、この限りでない。 キ モジ マタ ルイ		3		広告物は、切文字又はこれに類するものとしなければならない。ただし、広告物の最高高さが6m以下であり、かつ、特別の事情のある場合は、この限りでない。

														4		全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。		4		全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

				地上設置広告物		1		屋外広告物の表示面は、2面以下とする。		1		屋外広告物の表示面は、2面以下とする。		1		屋外広告物の表示面は、2面以下とする。		1		屋外広告物の表示面は、2 面以下とする。

						2		表示面積は、1面につき2㎡以内とし、地上から広告物の上端までの高さは6m以下とする。		2		表示面積は、1面につき10㎡以内とし、地上から広告物の上端までの高さは１0m以下とする。		2		表示面積は、1面につき10㎡以内とし、地上から広告物の上端までの高さは10m以下とする。		2		表示面積は、1 面につき10 ㎡以内とし、地上から広告物の上端までの高さは10m 以下とする。

						3		1敷地あたりの表示面積の総量は、10㎡以内とする。		3		1敷地あたりの表示面積の総量は、20㎡以内とする。		3		幹線道路又は大規模緑地に面した壁面後退の最低基準の範囲については、表示面積の総量はそれぞれ20㎡以内とする。		3		大規模緑地に面した壁面後退の最低基準の範囲については、表示面積の総量はそれぞれ20 ㎡以内とする。

														4		全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。		4		全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

				突出広告物		1		上端は、取り付ける壁面の高さを超えないように設置する。		1		地上から広告物の下端までの高さが2.5ｍ以上とし、上端までの高さが10ｍ以下とする。		1		幹線道路又は大規模緑地に面する場合は、地上から広告物の下端までの高さが2.5ｍ以上とし、上端までの高さが10ｍ以下とする。		1		大規模緑地に面する場合は、地上から広告物の下端までの高さが2.5 ｍ以上とし、上端までの高さが10 ｍ以下とする。

						2		壁面からの突出幅は、1m以内とする。		2		壁面からの突出幅は、1m以内とする。		2		前項に定める場合以外の場合は、地上から広告物の下端までの高さが2.5ｍ以上とし、上端の高さが建築物の高さを超えないものとする。		2		前項に定める場合以外の場合は、地上から広告物の下端までの高さが2.5 ｍ以上とし、上端までの高さが建築物の高さを超えないものとする。

														3		壁面からの突出幅は、1m以内とする。		3		壁面からの突出幅は、1m 以内とする。

														4		全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。		4		全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。
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